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１ 背景及び目的 

（１）背景 

イノシシは、日本に古くから生息する野生動物であり、狩猟資源としてはもとより、

生態系を構成する要素として重要な役割を果たしているが、近年、本県の野生鳥獣に

よる農林業被害が増大し、中でも、イノシシによる被害が全体の 4 割以上を占め、農

林業に深刻な影響を与えている。 

このため、県では、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、平成

16 年 10 月に第 1 期、平成 19 年 3 月に第 2 期、平成 24 年に第 3 期の「特定鳥獣（イ

ノシシ）保護管理計画」を策定し、狩猟に係る規制の緩和や狩猟期間の延長等による

狩猟の推進のほか、有害鳥獣としての捕獲や電気柵設置等による防護の強化、生息環

境の整備等を総合的に実施してきた。さらに、平成 20 年に施行された「鳥獣による農

林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」（以下「鳥獣被害防止

特措法」という。）を踏まえ、市町との連携を一層密にして被害防除に取り組んでき

た結果、イノシシによる農林業被害は平成 22 年度をピークに減少傾向にあるが、依然

として高い水準で発生している。 

こうした中、平成 26 年 5 月、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を

改正する法律」（以下「改正法」という。）が公布され、法律の名称が「鳥獣の保護及

び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（以下「法」という。）に改められるととも

に、鳥獣の保護管理に係る施策体系が整理され、「特定鳥獣保護管理計画」は、特に保

護すべき鳥獣に関する「第一種特定鳥獣保護計画」と、特に管理すべき鳥獣に関する

「第二種特定鳥獣管理計画」に区分された。 

 

（２）目的 

生物多様性の確保、農林業の健全な発展等の観点から、イノシシ個体群の長期にわ

たる安定的な維持を図りつつ、その生息数を適正な水準に減少させることを目的とし

て、「第 12 次鳥獣保護管理事業計画」に基づき、「第４期第二種特定鳥獣（イノシシ）

管理計画」を策定する。 

 

２ 管理すべき鳥獣の種類（特定鳥獣） 

    イノシシ（Sus scrofa） 

 

３ 計画の期間 

    本計画の期間は、「第 12 次鳥獣保護管理事業計画」（計画期間：平成 29 年 4 月 1 日

から平成 34 年 3 月 31 日まで）との整合性を図り、同計画の期間と同じ平成 29 年(2017

年)4 月 1 日から平成 34 年(2022 年)3 月 31 日までの 5 年間とする。 
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４ 管理を行う区域 

    山口県全域とする。 

 

５ 管理の目標等 

（１）現状 

    ① 生息環境 

  （ア）地形 

         本県は、本州の最西端に位置し、三方が瀬戸内海、日本海、響灘に面している。

中央部には中国山地が東西に走り、東部県境の寂地山を最高峰に、県全体として

東高西低のあまり高度差の大きくない丘陵性の山地が海岸部近くまで広がってい

る。 

  

 （イ）気候 

         本県の年平均気温は、平野部では 15～16 度、山間部では 13～15 度である。年

平均降水量は、平野部や盆地では 1,800～2,000 ㎜、山間部では 2,000～2,400 ㎜

で、気温、降水量とも全国平均とほとんど変わらず、温暖な気候帯に属している。 

 

（ウ）自然植生 

年間降水量の少ない瀬戸内海沿岸部の一画には、乾燥に適応したと思われるウ

バメガシ群落、日本海や瀬戸内海沿岸部のやや土壌の深い場所には、スダジイ、

タブノキ群落が優占する。内陸部の多くがアカマツ・コナラ林であったが、現在

はコジイ・カシ群落に置き換わってきている。   

 

（エ）森林の現況 

         本県の林野面積は約 43 万 9 千 ha で、県土に占める割合は 72％となっており、

そのうち、民有林における樹種別の面積割合は、スギ、ヒノキ等の針葉樹が 57％、

クヌギ等の広葉樹が 41％、竹林等が 3％となっている。 

          また、人工林率は、昭和 50 年代に 5％程度の伸びを示したが、その後は、緩や

かな伸びになっている（表 1）。 

 

 

表 1  林野率及び人工林率の推移 

                                （単位：％） 

区 分 昭和50年度 昭和60年度 平成7年度 平成17年度 平成22年度 平成27年度 

林 野 率 72 71 71 72 72 72 

人工林率 36 41 43 44 44 44 

                                       （資料：山口県森林・林業統計要覧） 
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  （オ）耕作地の利用状況  

県内の耕作地面積は昭和 60 年以降、減少傾向が顕著になっており、平成 27 年

には約 2 万 6 千 ha と、昭和 60 年と比較すると約 5 割にまで減少している。 

一方、耕作放棄地面積は平成 27 年に約 4 千 ha となっており、昭和 60 年と比較

すると約 2 倍に増加している。特に、昭和 60 年から平成 2 年にかけて急増し、そ

の後は増減を繰り返している（表 2）。 

 

    表 2 耕作地及び耕作放棄地面積の推移 

                                                              （単位：ｈａ） 

区 分 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

耕作地 

 

田  45,074  42,503  38,424  35,103  28,710  24,264 19,898 

畑   4,692   3,988   3,731   3,220   2,191   2,147 1,692 

樹園地   4,985   4,127   3,553   2,893   1,973   1,746 1,304 

計 54,751 50,618  45,708  41,216 32,874 28,158 22,894 

総農家計 － － － － 36,150 31,271 25,656 

耕作放棄地 1,663 2,664 2,497 3,375 3,853 3,706 3,620 

※耕作地の地目別面積は、販売農家の経営耕地面積。総農家計は、販売農家と自給的農家の

面積を合算したもの。耕作放棄地の面積は、総農家の耕作放棄地面積。 

（資料：農林業センサス） 

 

② 生息状況及び捕獲状況 

  （ア）生息状況 

          本県では、平成 25 年度から出猟カレンダー調査（※1）を行っており、出猟者

から得られた目撃情報を活用し、イノシシの分布を確認している（図 1）。 

一部の島しょを除き、本県の気候や自然植生等に影響されず、県内全域に生息

している状況である。 

     なお、平成 26 年度に環境省が実施した個体数推定結果によると、中国地方の生

息数は、平成 23 年度末は 87,446 頭～171,370 頭（中央値 101,278 頭）、平成 24

年度末で 78,333 頭～168,237 頭（中央値 97,610 頭）と減少傾向にある（図 2）。 

※１ 出猟カレンダー調査：出猟者から狩猟期間における出猟状況やイノシシの目撃情報等を収集 

 

（イ）捕獲状況 

狩猟と有害鳥獣捕獲により捕獲されており、捕獲数は、昭和 63 年度まではほ

ぼ一定であったが、平成に入り増加傾向となり、平成 27 年度には過去最高の

20,023 頭が捕獲された。 



 

が、近年は有害鳥獣捕獲が多くなっている

平成 25 年度

平成 26 年度

狩猟と有害鳥獣捕獲の種類別にみると、

が、近年は有害鳥獣捕獲が多くなっている

 

年度 

年度 

狩猟と有害鳥獣捕獲の種類別にみると、

が、近年は有害鳥獣捕獲が多くなっている

図 1 狩猟期間中のメッシュ毎の目撃頭数（累計）

狩猟と有害鳥獣捕獲の種類別にみると、

が、近年は有害鳥獣捕獲が多くなっている

狩猟期間中のメッシュ毎の目撃頭数（累計）
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狩猟と有害鳥獣捕獲の種類別にみると、

が、近年は有害鳥獣捕獲が多くなっている

 

狩猟期間中のメッシュ毎の目撃頭数（累計）

狩猟と有害鳥獣捕獲の種類別にみると、平成 22

が、近年は有害鳥獣捕獲が多くなっている（図 3、

狩猟期間中のメッシュ毎の目撃頭数（累計）

22 年度までは

、表 3、資料

狩猟期間中のメッシュ毎の目撃頭数（累計） 

年度までは、ほぼ同

資料 1）。 

 

 

 

同数である

 

 

である
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図 2 推定された中国地方の生息個体数 

 
図 3 イノシシ捕獲頭数の推移 

 

表 3  近年のイノシシ捕獲頭数の推移 

                                     （単位：頭） 

区 分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

狩  猟  6,242  5,369  9,260 6,672 5,055 5,789 5,048 8,007 

有害捕獲  6,348  5,702  8,795 8,718 9,719 9,462 9,804 12,016 

計 12,590 11,071 18,055 15,390 15,772 15,251 14,852 20,023 
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    ③ 生態及び食性 

    （ア）生態 

基本的には年 1 産で、交尾期は晩秋から冬である。妊娠期間は 114～120 日で、

普通は春に平均 4～5 頭を出産する。ただし、出産に失敗した場合などはその直後

に発情が起こり、再度交尾を行う場合があり、この場合は秋に出産することがあ

る。生後 1 年半でほぼすべての個体が性成熟に達する。 

通常、イノシシのオスは単独で行動するが、メスはメスを中心とした母系社会

をつくって行動し、1 頭から数頭の成獣のメスとその子供で構成されている。 

イノシシは、早い初産で多産性により高い繁殖力を持っているため、個体群の

回復が早いと考えられており、短期間で個体数が大きく変動する。 

     

（イ）食性 

          雑食性で、通常はタケノコ、ドングリ、昆虫、ミミズ等を食べる。 

 

（２）被害状況及び被害防除対策 

      本県の野生鳥獣による農林業被害額全体に占めるイノシシによる被害の割合は、平

成 15 年以降 4 割強で推移し、野生鳥獣の中で最も深刻な被害を及ぼしている。 

被害額は、平成 22 年度に 3 億 7 千万円となり、その後は減少の傾向にあったが、

平成 25 年度以降は 2 億 4 千万円程度にとどまっている（表 4、図 2、資料 2）。 

被害の主なものは、水稲が全体の半分を超え、野菜類、麦・雑穀、果樹等にも及ん

でいる。また、造林木への牙のこすりつけや植栽木の抜き取りといった被害も発生し

ている（図 4）。 

被害防除対策としては、国庫補助事業の活用等により、電気柵やトタン板、金網フ

ェンス等の防護柵が設置されている。 

新規防護柵の設置距離は、平成 18 年度をピークに一旦減少していたが、近年は増

加の傾向にある（図 5）。 

            

 表 4  野生鳥獣全体に占めるイノシシによる農林業被害額の推移 

                               （単位：百万円、％） 

区 分 平成15年 平成20年 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

鳥獣被害全体   658 647 721 801 680 589 540 537 522 

イノシシ被害   293 288 316 371 330 286 240 237 240 

（割合）  44.5 44.4 43.8 46.3 48.5 48.6 44.4 44.1 46.0 
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図 4  イノシシによる農林業被害額の推移 

 

 

                  図 5 防護柵の設置状況 

 

（３）狩猟者の状況 

① 狩猟者登録数 

       狩猟者登録数は、昭和 38 年度から増加し、昭和 43 年度から昭和 53 年度にかけて

ピーク（昭和 51 年度 9,347 人）に達したが、その後減少し、平成 27 年度にはピー

ク時の約 1/3 の 3,247 人となっている。 

       特に、第一種銃猟登録者が減少し、網・わな猟登録者は徐々に増加している（図

6、資料 3）。 
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（４）管理の目標 

農林業被害額を管理目標とし、本計画においては、「3 億 7 千万円(※)の半分以下」

を目標とする。  

※平成 22 年度の被害額で過去最高 

 

（５）目標を達成するための基本的な考え方 

      中山間地域における耕作放棄地の増加や狩猟者の減少等により、イノシシの生息域

は人間活動の場に及んでおり、農林業に多大な被害をもたらしている。 

      このため、自然条件下において、農林業被害のない安定した状態で個体群の維持を

図ることが重要であり、本計画では、県と市町との役割分担の下、捕獲対策に加え、

防護・生息環境対策及び担い手対策を総合的に推進する。また、捕獲数や被害額等を

的確に把握した上で、計画の進捗状況を評価し、今後の対策を検討する。 

 

 

【イノシシ管理フロー】 
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６ 鳥獣の数の調整に関する事項 

（１）個体群管理の考え方 

   狩猟、有害鳥獣捕獲によるイノシシの捕獲頭数は、近年、1 万 5 千頭を超える高い

水準で推移しており、被害額は減少の傾向にあったものの、近年、2 億 4 千万円程度

にとどまっている（図 8、表 5）。 

      しかし、繁殖力の高いイノシシは、短期間で個体数が回復すると考えられるため、

農林業被害額を管理目標である平成 22 年度の 3 億 7 千万円の半分以下にするために

は、これまで以上に捕獲数の拡大を図るとともに、水準を維持することが重要である。 

      このため、本計画期間中においては、狩猟期間の延長等の規制緩和を継続し、狩猟

の強化を図るとともに、被害状況に応じた有害鳥獣捕獲を強化する。 

 

 

図 8 イノシシの捕獲頭数と農林業被害額の推移 

 

表 5 イノシシの捕獲頭数と農林業被害額の推移 

                                                              （単位：頭、百万円） 

区 分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

捕獲頭数 10,150 10,554 12,590 11,071 18,055 15,390 15,772 15,251 14,852 20,023 

被 害 額   270   285   288   316   371 330 286 240 237 240 

   ※被害額は平成 20 年度までは暦年、平成 21 年度以降は年度の値 

 

（２）個体群管理の目標 

      管理目標を達成するためには、個体数を着実に減少させる必要があることから、捕

獲目標頭数を年間 20,000 頭以上とする。 
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（３）個体群管理の方法 

    ① 規制緩和等の継続 

    （ア）狩猟期間の延長 

 法に基づく狩猟期間である 11 月 15 日から 2 月 15 日までを、11 月 1 日から 3

月 31 日までとする。 

    （イ）くくりわなの輪の直径に関する規制の緩和 

         法が定める 12cm 以内から 15cm 以内に緩和する。 

ただし、ツキノワグマの恒常的生息区域でツキノワグマの出没が頻繁に見られ

る場合には、くくりわなを撤去するか輪の直径を 12cm 以内とするように指導す

る。 

なお、下関市、長門市の全域を「くくりわな架設禁止区域（以下「禁止区域」

という。）」から「くくりわな架設制限区域」に変更する。これにより、県の承

認を得た場合には、くくりわなの架設が可能となるが、長年、禁止区域としてき

たことによる猟犬等の錯誤捕獲などの狩猟事故の多発を防止するため、当面、シ

カ専用くくりわなを承認することとし、足くくりわなについては、特定猟具（銃

器）使用禁止区域など銃猟が行われない区域に限り、承認することとする。 

② 有害鳥獣捕獲の推進 

        鳥獣被害防止特措法を踏まえた、県と市町との役割分担の下、各地域の被害実態

に応じた有害鳥獣捕獲を推進する。 

③ 捕獲機材の充実及び捕獲技術の向上 

         設置や移動が比較的容易である箱わなの設置基数の拡大等による捕獲強化を推

進するとともに、わな架設の研修を実施するなど捕獲技術の向上を図る。       

    ④ 狩猟者の確保・育成 

高齢化等により狩猟者が減少しており、鳥獣保護法改正に伴い、わな猟免許取得

年齢の 20 歳から 18 歳への引き下げや認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設が行われた

ことを踏まえ、農林業者や農業高校生・大学生等への狩猟免許試験のＰＲ、県下各

地での試験の実施、民間事業者に対する鳥獣捕獲等事業への参入の働きかけ等によ

り狩猟者の確保に努める。 

また、銃猟免許新規取得者への実地訓練やわな猟免許新規取得者への捕獲技術研

修等の実施により、知識や技術の向上等、狩猟者の育成に努める。 

⑤ 地域ぐるみの捕獲活動の推進 

        狩猟者の減少・高齢化が進む中、有害鳥獣捕獲の強化を図るためには、狩猟者だ

けに頼るのではなく、狩猟者の理解と協力の下に、捕獲従事者を地域全体で確保し、

地域が一体となった取組が必要である。 

そのため、農林業者の狩猟免許の取得促進や、狩猟者と地域の関係者との連携・

協力による、地域ぐるみの捕獲活動を推進する。 
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７ 生息地の保護及び整備に関する事項 

鳥獣保護区等の指定による生息環境の保護を図るとともに、主要な生息地である人里

離れた奥山においては、人工林の間伐による下層植生の回復や広葉樹の植栽などによる

多様な森林づくりにより、生息環境の整備に努める。  

また、農作物等への被害が発生する中山間地域等においては、耕作放棄地での山口型

放牧の活用や繁茂竹林の伐採による緩衝帯整備を進め、人の生活空間とイノシシの生息

場所を棲み分ける生息地管理に努める。 

 

８ その他管理のために必要な事項 

（１）被害防除対策 

      捕獲を強化するだけでは、イノシシによる農林業被害を軽減させることはできない。 

   効果的な捕獲と並行して、耕作地での防護柵の設置や集落での誘因物の除去等、被

害防除対策に総合的に取り組むことが重要であることから、県と市町との役割分担の

下、以下の対策を進めていく。 

    ① 農林業者への被害防除のための普及啓発 

    ② 既存の被害防除対策の見直し・改良 

    ③ 新たな被害防除技術の開発、実施 

 

（２）調査研究 

      生態学的な知見が少ないイノシシの適正な管理を推進するため、市町や関係団体等

とも連携し、生息状況、捕獲頭数、被害発生量等についての調査を実施し、データの

蓄積に努める。 

   また、施策の点検・評価のため、以下の調査を実施する。 

    ① 狩猟期間の延長期間内における捕獲実績 

    ② 被害防除対策の実施状況と効果の検証 

    ③ 農林業被害等に関する地域別の実態把握 

 

（３）計画の推進体制 

    ① 合意形成 

        本計画に基づく各種施策の推進に当たっては、地域住民はもとより、幅広い関係

者の理解と協力を得ることが不可欠であることから、行政、関係団体及び関係者が

互いに連携を密にして合意形成を図る。 

    ② 市町や関係機関との連携 

        鳥獣被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、鳥獣被害防止特措法に基

づき作成した「被害防止計画」に沿って施策を実施する市町や、「山口県鳥獣被害

防止対策協議会」等の関係機関との連携強化を図る。 
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（４）計画の進行管理 

      計画的な管理を行うため、被害・捕獲状況を基にした本計画の進行管理を行うとと

もに、学識経験者、農林業団体、狩猟団体、関係行政機関等で構成する「山口県イノ

シシ対策検討会」及び「山口県自然環境保全審議会鳥獣保護部会」において、毎年度、

本計画の進捗状況を評価し、必要に応じて管理目標及び方策の見直しを検討する。 
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資料１

狩猟 有害捕獲 計 狩猟 有害捕獲 計

33 1,385 682 2,067 62 2,139 1,224 3,363

34 1,663 262 1,925 63 2,556 2,091 4,647

35 1,780 481 2,261 元 2,733 1,642 4,375

36 2,009 213 2,222 2 3,347 2,768 6,115

37 2,708 280 2,988 3 1,170 4,370 5,540

38 1,657 264 1,921 4 1,055 4,037 5,092

39 1,199 377 1,576 5 2,419 4,237 6,656

40 1,954 475 2,429 6 1,005 4,021 5,026

41 1,763 785 2,548 7 4,009 2,100 6,109

42 1,984 677 2,661 8 4,610 2,973 7,583

43 1,892 716 2,608 9 3,389 2,280 5,669

44 1,604 603 2,207 10 4,482 2,600 7,082

45 2,206 644 2,850 11 5,631 3,877 9,508

46 1,865 571 2,436 12 4,413 3,823 8,236

47 2,434 1,121 3,555 13 4,415 4,588 9,003

48 2,945 918 3,863 14 5,206 5,259 10,465

49 2,956 1,579 4,535 15 4,451 5,417 9,868

50 3,762 1,261 5,023 16 8,671 7,638 16,309

51 3,894 2,293 6,187 17 5,910 5,918 11,828

52 3,191 2,053 5,244 18 5,017 5,133 10,150

53 2,310 1,559 3,869 19 5,421 5,133 10,554

54 3,434 1,564 4,998 20 6,242 6,348 12,590

55 3,736 2,433 6,169 21 5,369 5,702 11,071

56 3,213 1,621 4,834 22 9,260 8,795 18,055

57 2,592 1,225 3,817 23 6,672 8,718 15,390

58 3,458 1,679 5,137 24 6,053 9,719 15,772

59 2,713 1,181 3,894 25 5,789 9,462 15,251

60 2,986 1,204 4,190 26 5,048 9,804 14,852

61 2,658 1,255 3,913 27 8,007 12,016 20,023

*　（出典）　県自然保護課資料

山口県におけるイノシシの捕獲頭数

年度
捕獲頭数

年度
捕獲頭数
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資料３

網・わな 第一種 第二種 計 網・わな 第一種 第二種 計

33 69 5,033 152 5,254 62 387 4,421 147 4,955

34 104 4,886 90 5,080 63 397 4,246 132 4,775

35 111 4,945 123 5,179 元 414 3,972 120 4,506

36 91 4,943 160 5,194 2 424 3,853 129 4,406

37 - - - - 3 457 3,741 141 4,339

38 114 5,724 221 6,059 4 472 3,623 151 4,246

39 121 5,887 210 6,218 5 519 3,447 155 4,121

40 119 6,322 252 6,693 6 543 3,342 189 4,074

41 210 6,964 238 7,412 7 525 3,174 183 3,882

42 251 7,375 267 7,893 8 592 3,051 172 3,815

43 210 8,092 282 8,584 9 596 2,975 185 3,756

44 217 8,530 287 9,034 10 616 2,848 159 3,623

45 237 8,846 250 9,333 11 659 2,693 148 3,500

46 185 8,090 195 8,470 12 749 2,612 168 3,529

47 213 7,733 186 8,132 13 809 2,501 176 3,486

48 248 7,940 152 8,340 14 937 2,380 182 3,499

49 301 8,414 188 8,903 15 1,127 2,296 189 3,612

50 342 8,466 201 9,009 16 1,144 2,207 52 3,403

51 427 8,732 188 9,347 17 1,235 2,131 50 3,416

52 453 7,979 129 8,561 18 1,237 2,038 39 3,314

53 507 8,420 173 9,100 19 1,260 1,913 47 3,220

54 459 7,543 278 8,280 20 1,338 1,791 40 3,169

55 459 7,058 232 7,749 21 1,420 1,711 42 3,173

56 446 6,596 226 7,268 22 1,445 1,562 32 3,039

57 429 5,995 207 6,631 23 1,806 1,463 35 3,304

58 408 5,603 166 6,177 24 1,843 1,360 38 3,241

59 418 5,293 164 5,875 25 1,845 1,294 41 3,180

60 418 4,974 167 5,559 26 1,910 1,254 38 3,202

61 403 4,634 154 5,191 27 1,965 1,240 42 3,247

*　（出典）　県自然保護課資料
*　昭和37年度はデータなし

狩猟者登録状況

年度 年度
狩猟者登録数 狩猟者登録数


